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 準備書の記載事項を周知させるための説明会を開催したので、  

                          

                        

 

 

の規定により、当該説明会の結果を次のとおり報告します。  

 

 

対 象 事 業 （ 都 市 計

画 対 象 事 業 ・ 対 象

港 湾 計 画 ） の 名 称  

大 栄 環 境 株 式 会 社  和 泉 エ ネ ル ギ ー プ ラ ザ 整 備 事 業  

開 催 の 日 時 
①  令 和 5年 1 2月 1 3日 1 9時 0 0分 ～ 2 1時 0 0分  

②  令 和 5年 1 2月 1 7日 1 9時 0 0分 ～ 2 1時 0 0分  

開 催 の 場 所 和 泉 シ テ ィ プ ラ ザ （ 多 目 的 室 ）  

参 加 し た 者 の 概 数  1 8名  

開催の周知をした地域 和 泉 市 及 び 岸 和 田 市  

事業者側の主な出席者 
大 栄 環 境 株 式 会 社  

一 般 財 団 法 人 関 西 環 境 管 理 技 術 セ ン タ ー  

※ 整 理 番 号  

備考   
 1 説明会の会議録又は概要、説明会で配布した資料及び説明会の開催の周知

に用いた書類の写しを添付してください。  
 2 ※印の欄には、記入しないでください。  

法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名 

都 市 計 画 決 定 権 者 に あ っ て は 、 そ の 名 称  

法 の 都 市 計 画 決 定 権 者 に あ っ て は 、 そ の 名 称  

 

大 阪府 環 境 影響 評 価 条 例 第 18条 第 3項  

大阪府環境影響評価条例施行規則第 79条第 1項において準用する大阪府環境影響評価条例第 18条第 3項 

大 阪府 環 境 影響 評 価 条 例 第 34条 第 3項 に お い て 準 用す る 同 条例 第 18条 第 3項  

 



 

「大栄環境株式会社 和泉エネルギープラザ整備事業「環境影響評価準備書」説明会
議事録 

 

 

 
【日  時】2023 年 12 月 13 日（水） 19：00～21：00 

【場  所】和泉シティプラザ多目的室 

【参 加 者】（住  民）12 名 

      （説明者）大栄環境株式会社 

           一般財団法人 関西環境管理技術センター 

【内  容】1.準備書の記載事項に係る説明 

別添資料により以下の事項を説明 

（1）環境影響評価の手続きについて 

         （2）対象事業の目的 

         （3）対象事業の内容 

         （4）環境影響評価結果について 

         （5）準備書の縦覧・意見書の提出について 

      2.質疑応答 

        概要は下表のとおり 

 

 質問 回答 

1 

施設が必要ということは伝わった。 

私たちが一番心配なのはどんな大気、環境

になるのかである。ただ、今日の説明で全

てを理解しろというのは無理がある。専門

的なことも調べていきたいが縦覧や意見受

付期間が短い。そのような期間の中で意見

が出なければ市民は承認したと受け取られ

るのに不満を感じる。 

条例で定められた期間にならって説明会

や縦覧をさせてもらっているのでご理解

いただければと思っています。 

2 

今回説明されたのは工事中の影響という認

識でいいか？私たちが気になるのは施設の

稼働による影響である。 

工事の影響と、施設の稼働による影響に

ついても説明させてもらっています。具

体的には P16～19 をご覧下さい。 

3 

予測結果と書いているが、どうやって予測

するのか？ 

大気質であれば、現況に事業の影響をプ

ラスして将来の状況を予測しており、そ

の予測方法については、国の指針やマニ

ュアルに沿って予測しています。 

4 

一番心配するのは環境悪化である。環境悪

化はないと断言できるのか？ 

今の評価では「環境に影響は無い」と予

測しています。不確実なこともあります

ので事後調査によって確認することとな

ります。 

5 

今回の計画が法令の範囲内であれば住民に

反対する余地がないという考え方になる

が、住民が心配するのは将来の予測結果で

我々としては、大阪府の審査を経た方法

で予測しており数値を出しています。ま

た、今後、専門の審査会があり、そこで



ある。財団法人であるエマテックの方から

予測に対してはっきりと認定していると言

ってもらえたら、今回来ている方は納得す

ると思う。 

結果に問題が無いか審査をする流れとな

ります。 

そこはもう少し強く一般財団として連帯保

証しますと言ってくれたら安心する。いか

がか？ 

この数値については保証します。 

ただ予測という不確実なものなので事後

調査をして、しっかりと確認します。 

6 

一度つくると後で検証しても既に手遅れで

あり、新しい施設は優秀かもしれないが、

大気汚染含めて安心という確信を持てない

ことには、良いことをやっているとは思え

ない。将来に渡って子供たちに影響を及ぼ

すのであれば大変である。本当に計画の能

力が必要なのか？ 

なぜこの処理能力が必要かというと、国

の方で規模を大きくすることが災害時の

対応やカーボンニュートラル等の観点よ

り望ましいと推奨しており、弊社もそれ

にならった計画としています。具体的に

言いますと、敷地内の可燃物 100ｔを適

正に処理することで「適正な循環的利

用」を推進するため等により必要と計画

しました。 

7 

焼却炉を立上げる際は、通常運転中と比べ

てガスの性状が異なるのではないか。それ

によって影響が変わるのではないか？ 

立ち上げにおいては、燃料を使い、炉内

温度を 850℃以上にさせ、適正温度にな

ったことを確認した上で、はじめて廃棄

物を投入する流れとなります。その間は

変わらず排ガス処理を行っています。 

どのくらいのメンテナンス期間となるの

か？ 

年間 320 日稼働なのでおおよそ 45日/年

ほどのメンテナンスを行います。年を通

して複数回実施するため、1回 1週間程

度の時や大規模改修であれば更に長くな

るイメージです。 

8 

処理能力が 95ｔから 220ｔとなっている

が、95ｔでは能力として間に合わなかった

ということか？ 

間に合わなかったというわけではなく、

目的である「社会インフラの強靭化」を

進めるためであり、リサイクルの観点で

適正に処理するための計画です。 

 

9 

220ｔに増やすということは、トラックで運

ぶ台数も増えるということである。車から

の排ガスも含め、それも一つの公害である

と思うが、それらも考慮した予測というこ

とでいいのか？ 

それらも含めた予測評価をさせてもらっ

ています。 

10 

計画の品目（産廃 15 品目特管 5品目）の中

に建築資材や取り壊した建物等は含まれて

いるのか？ 

含まれています。具体的に言うと木造物

であれば「木くず」に該当するように、

廃棄物の性状に応じて分類化されます。



弊社ではそのような廃棄物も対応できる

ような許可を計画しています。 

なぜ聞いたかと言うと、およそ 1980 年以前

に建てられた建物にはアスベストが含まれ

た建材が使われていた。それらの処理でア

スベストが飛散してしまうのが心配であ

る。今回の説明で色々な調査項目は基準上

大丈夫と言われても、このアスベストにつ

いての心配は消えない。 

計画の施設はアスベストを受入しない施

設となっています。 

建設業者が取り壊した建築物の廃棄物はど

こかに山積みで溜めているのか？ 

排出事業者と弊社の様な処理業者は、処

理委託契約を締結し、その後、処理をさ

せてもらいます。弊社側で滞留するご心

配はないと考え下さい。 

また、心配されているアスベスト類は、

排出事業者側の開示義務があります。そ

のため、処理委託契約を締結する前にア

スベストが含まれていなことを確認した

上で契約に進む流れとなります。 

11 

現在の施設を解体した跡地に対して環境ア

セスをするのか？ 

環境アセスではなく、府条例と土壌汚染

対策法に基づく土壌調査を実施する予定

です。 

12 

産業廃棄物 220ｔ/日という規模の事例は国

内であるか？ 

弊社グループで同規模以上の施設を運用

させてもらっています。 

焼却施設の話ではないが、産業廃棄物を放

置して、環境に影響を与えてきたという過

去があり、「産業廃棄物」という言葉にアレ

ルギーがある。 

まだまだ廃棄物の良くないイメージがあ

ることは認識しています。弊社は昨年に

プライム市場に上場し、よりプラスに捉

えていただけるような広報の思いもあ

り、また、弊社の活動を通して理解を深

めていただければと思っています。 

13 

170 号線とテクノステージの交差点がとても

混んでいる。計画によって更に渋滞してし

まうのかと心配である。 

焼却施設単体で見ると P12 のとおり+24

台/日となりますが、敷地全体でみると+9

台/日であり、一時間に一台程増えるイメ

ージです。また、テクノステージは 100

社以上の企業が入っているので混んでし

まっている状況があると見受けられま

す。なので、弊社としては可能な限りル

ート変更や時間変更といった運行管理に

努めて参ります。 

14 煙突の高さを 29ｍから 50ｍとなっている たしかに広がりますが、希釈されるイメ



が、高くなれば高くなるほど遠方に飛んで

いく心配がある。 

ージで濃度としては薄まる利点がありま

す。その辺りの環境への影響も配慮した

高さで計画しています。 

15 

事後調査であるが、どのような時期、回数

を実施するのか、例えば半年で終わってし

まうのか、またその結果を私たちはどこで

知れるのか教えてほしい。 

工事中と稼働後に調査を実施します。調

査回数は大阪府と協議して概ね 1 回と予

定しています。何か問題があれば追加の

調査になる可能性もございます。調査結

果については大阪府の HPでも閲覧できる

ようになります。 

補足すると、稼働後は第三者の分析業者

にて調査分析し、その結果を弊社 HP に公

開させていただきます。 

16 
廃棄物の選別はトラックに荷積みする前に

するのか、施設での受入後にするのか。 

契約に基づき対応します。なお、受入現

場でも各確認の対応は行う流れです。 

17 

世界や日本の情勢を見ると、廃棄物の発生

量を減らしていく、リサイクルを進めよう

という動きがある。私は、将来のことを考

えると廃棄物を燃やすという行為は不要か

と考える。焼却施設の稼働は 30 年程あると

いうことであれば、この 30 年で社会情勢は

大きく変わってくる。それらを踏まえて燃

やすという計画の必要性について意見を聞

きたい。 

弊社グループでも情勢の流れに沿ったリ

サイクルを展開する経営を進めていま

す。ただ、それらを実現させるためには

どうしても一定数のリサイクルできない

廃棄物が発生します。それらを焼却しな

いとなると、最終処分場での埋立処理に

なってしまうので適正な処理とは言えま

せん。国が推奨している「適正な循環的

利用」のとおり、少しでも焼却して熱回

収というリサイクルで貢献する必要があ

ると考えています。 

18 

準備書の意見書はどこで手に入るのか？ 本日のこの会場でも準備しています。大

阪府の HPでもダウンロードすることがで

きます。 

 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

「大栄環境株式会社 和泉エネルギープラザ整備事業「環境影響評価準備書」説明会
議事録 

 

 

 
【日  時】2023 年 12 月 17 日（日） 19：00～21：00 

【場  所】和泉シティプラザ多目的室 

【参 加 者】（住  民）6名 

      （説明者）大栄環境株式会社 

           一般財団法人 関西環境管理技術センター 

【内  容】1.準備書の記載事項に係る説明 

別添資料により以下の事項を説明 

（1）環境影響評価の手続きについて 

         （2）対象事業の目的 

         （3）対象事業の内容 

         （4）環境影響評価結果について 

         （5）準備書の縦覧・意見書の提出について 

      2.質疑応答 

        概要は下表のとおり 

 

 質問 回答 

1 

手続きの流れについて教えてほしい。 

住民等の説明会というのは今日で２回目だ

と思うが、これで終わりか？ 

そのように計画して周知し、実施させて

もらっています。 

2 

住民等の「等」は何を指しているのか？ 住民の他に関係地域内の会社なども指し

ているとご認識いただければと思いま

す。 

3 

P3 の手続きの流れに記載している「公聴

会」の開催はいつ頃になるのか？ 

住民からの要望があれば開催するというこ

とか？また、どこに要望を出すのか？ 

公聴会については、住民等からご意見が

あった場合に開催する流れとなる。資料

最後にご案内させてもらっているとおり

意見書から要望を出すことは可能かと思

います。 

これらの流れは法律で決まっているのか？ そのとおりです。大阪府の条例で決まっ

ています。 

4 

事業着手はいつ頃なのか？ 環境影響評価の手続きとは別で、各法律

の手続きが存在しており、それらを経て

事業着手に入るため、一概には言えない

状況です。 

5 
事業着手してから完成するまで何年くらい

かかるのか？ 

工事全体で 30か月程を計画しています。 

6 解体期間のゴミはどこかで焼却するのか？ おっしゃるとおり、現在受入している廃



棄物はグループの他の施設にて処理を行

います。 

すると、搬送先のエリアが環境汚染になる

のか？ 

環境汚染になるのではないです。搬送先

で扱い量が増えるわけではなく、処理量

の調整を行い、許可の範囲内での処理を

行うので基本的には変わらないとご認識

いただければと思います。 

 

7 

よくわからないが、搬送先では騒音や交通

量の問題が発生すると思う。 

また、計画の施設が 220ｔと、２倍以上にな

っているが、必要な根拠がないと納得でき

ない。 

なぜこの処理能力が必要かというと、国

の方で規模を大きくすることが災害時の

対応やカーボンニュートラル等の観点よ

り望ましいと推奨しており、弊社もそれ

にならった計画としています。具体的に

言いますと、敷地内の可燃物 100ｔを適

正に処理することで「適正な循環的利

用」を推進するため等により必要と計画

しました。また、この焼却施設がない

と、埋立処分という処分方法となり、国

内の埋立処分場の残容量の逼迫問題を見

ると、焼却は必要と考えています。 

8 

放射能が含まれた廃棄物を持ってくること

はあるのか？ 

放射性廃棄物は、また別の法律で定めら

れた廃棄物ですので、グループ含め、今

回計画でも扱わないのでご安心いただけ

ればと思います。 

9 

今回、医療系の廃棄物が追加されるが、今

後新たな廃棄物の種類を扱う場合は新たな

許可が必要なのか？ 

そのとおりです。必要に応じた手続きを

実施し、行政から許可を頂きます。 

10 

今日の説明会の日程は全然わからなかっ

た。大阪府のＨＰを見る機会もなく、私た

ちにとって説明会開催の周知などの対応が

不親切であると感じる。 

また、意見書の提出は何でもいいのか？説

明資料に大阪府の宛先の住所は記載されて

いない。その辺りが住民からすると不親切

である。 

パプリックコメントも全部そうだと思う

が、このような話は住民の日常に関係する

話だと思うので、地域ごとに説明するな

ど、もっと工夫する方がより良いものなる

弊社としても、出来る限り尽力したいと

思っており、大阪府のＨＰをはじめ、和

泉市岸和田市のＨＰ、各市の広報誌、日

刊新聞（５大紙）にて周知をさせてもら

っており、法律で求められている以上の

周知に努めさせてもらっていたと思って

いましたが、このようなご意見を頂くと

いうことは、不足の面があったと認識

し、今後もより良い方法を検討していき

たいと思います。 

また、意見書については様式があり、こ

の会場にも準備しているのでお渡しさせ



と思うので、ぜひ今後検討してほしいと思

う。 

ていただきます。 

11 

一般財団法人関西環境管理技術センターは

公共団体なのか？民間団体なのか？ 

経産省の外郭団体でスタートしていま

す。 

ということは、大栄環境とは一切関係がな

いということか？大栄環境から無料で委託

を受けているわけではないですよね？ 

調査依頼を受けて実施しています。調査

業務と一連の手続きを有償で対応させて

もらっています。 

12 

Ｐ７に法令基準値があるが、これは一般財

団法人関西環境管理技術センターが出した

のか？ 

国（もしくは大阪府）で決まっている基

準です。 

世界基準ではないのか？ 大阪府が施設の種類や規模等に応じて基

準を定めており、今回は記載の基準値と

なっています。 

13 

Ｐ14、15 に環境影響評価結果について「調

査・予測・評価を行いました」と記載して

いるが、予測した具体的な数字はないの

か？ 

大気質であれば P16に調査結果、P17 に

予測結果を記載させてもらっています。 

14 

調査は年にどのくらい実施するのか？ 大気質であれば一年間で４季調査（春夏

秋冬）行い、各季で２週間実施していま

す。また、P3の手続きで示している「方

法書」において、調査予測評価の方法を

大阪府と審査会にて審議してもらい実施

しています。 

その調査は抜き打ちか？ 現地調査にあたって現地にて協力しても

らう必要があるので、その点については

周知した上で調査を実施しています。 

15 

大栄環境で自主検査はしているのか？ 計画の施設、現在の施設含め、定期的な

検査を第三者の分析業者により実施しま

す。また、その結果を当社ＨＰに公表し

ています。 

16 

１回目の説明会は何名参加した？（10名

程）で今日は 6名。あまりにも少ない。こ

れで住民説明をしたと言えるのか。これで

説明しましたとはならないと思う。 

これ以上の住民説明会の開催予定はないの

か？ 

50 ページ程説明してもらっているが、我々

はほとんど頭に入っていない。家に帰って

ゆっくり見ていきたいと思っている。 

冒頭でお答えしたとおり、公聴会の可能

性はあるかもしれませんが、事業者とし

て開催する説明会はこの２回と計画させ

てもらっています。 



先ほどの質問（№7）でなぜ 220ｔが必要な

のかという質問が挙がったが、住民の素直

な気持ちだと思う。いくら数字が基準値内

に収まると説明されても、私達は分からな

い。 

17 

先ほどパプリックコメントの話が出ていた

が募集はしたのか？ 

 

パプリックコメントという形では出して

いませんが、公示・縦覧という形で公表

させてもらっています。 

18 

工事中は他の施設に搬出するとのことであ

るが、三木市や堺市に持って行くとのこと

で、できるだけ交通渋滞しないようにして

ほしい。また、トラックの排気ガスや振動

の影響があると思う。 

工事中の廃棄物の扱いについては、一概

に和泉に入れた上で三木などに搬送する

という運用ではなく、契約上、どこの施

設でも処理できるよう契約しているの

で、受入自体を切り替える等の対応をさ

せてもらう予定です。 

19 

P5 で関係地域が和泉市及び岸和田市となっ

ている。円がないのでよくわからないが、

だいたい何キロ圏内と見たらいいのか？ 

準備書には記載しているのですが、半径

3キロです。P34（景観のページ）に円を

示しているが、こちらは、景観上の範囲

です。 

3 キロというのは、大阪府からの指示なの

か？ 

その時の仮予測結果です。気象データと

将来の排ガス諸元を元に仮予測し、その

範囲を出した上で 3キロを出していま

す。また、この 3キロで良いのか大阪府

と審査会にて審査してもらっています。 

20 

スケジュールとして解体工事の前に認可が

下りるのか？ 

そのとおりです。アセスメントの認可が

下りてから解体工事に着手できるスケジ

ュールです。 

21 

P6 のとおり、新しい施設で扱う廃棄物の種

類が現在の施設より減っているが、これは

炉の形式で変わるからなのか？ 

そのとおりです。適正に処理できる種類

で計画させてもらっています。 

22 

P17 の予測結果について、現況にプラスされ

るという説明があったが、意味合いがよく

分からなかったので教えてほしい。 

１年間調査した結果を現況としていま

す。予測結果というのが、現況に対して

今回の排ガス条件や気象条件からモデル

式を用いて出したものが予測結果となっ

ています。 

プラスされるということは今よりも増える

ということか？ 

そのとおりです。現況にプラスして予測

結果を出して評価する形です。確かに増

えますが、その増えた影響は小さく、基

準値内ということです。具体的には P17

表の寄与濃度の部分であり、ダイオキシ



ン類であれば 0.00005 がプラスされると

いうイメージです。 

しかし、増えるということはわかりまし

た。ありがとうございます。 

― 

23 

先ほどあったとおり、大阪府が必要と判断

されれば公聴会が開催されるとのことであ

るが、この説明会自体は参加者が少ないの

でお知らせ方法が悪いのかと思う。説明会

の開催２回は条例などで決まっているの

か？ 

条例上の決まりはないが、過去の条例ア

セスメントの事例を考慮して平日１回休

日１回で開催させてもらいました。 

和泉市は広いので、１か所だけではなく、

地域ごとに説明会を開催すべきだと意見と

して要求したいと思っている。 

今回、シティプラザで２回説明会を開催

させてもらっていますが、これ以前には

地元地域（テクノステージや周辺地域）

には別途説明をさせてもらっており、ご

理解を頂いているので、おそらくこの説

明会には参加していないのかと考えてい

ます。また、ご意見があれば適時対応に

努めたいと思っています。貴重なご意見

ありがとうございます。 

24 

焼却施設の面積はどのくらいあるのか？ 

破砕施設棟やストックヤードを含めるとい

くら？ 

テクノステージ全域でいくらくらい？ 

事業敷地やテクノステージの土地所有者は

どうなっている？ 

焼却施設を建てるエリアで言うと 7,000

㎡程です。 

含めると 2万㎡程です。 

テクノステージ全域は 90万㎡程です。 

事業敷地は弊社が所有し、テクノステー

ジはそれぞれの会社さんや地主さんがい

らっしゃいます。 

25 

新施設の稼働は何年くらいを想定している

のか？ 

具体的には決まっていませんが、一般的

には 20～30 年と言われているので、その

ぐらいだとイメージいただければと思い

ます。 

現在の施設は老朽化で建替えるとのことで

すが、まだ使えるということか？ 

現在の施設は特殊なので 20～30 年には当

てはまらないタイプであり、老朽化とい

うこともあるので建て替えを計画させて

もらいました。 

26 

一般家庭から出るゴミは少子化で減ってい

る。産業廃棄物というのは将来増えるの

か？減るのか？  

将来的には産業廃棄物も減る方向になる

と言われています。ただ、一定数の産業

廃棄物は必ず発生するので、適正に処理



ごみは燃やすものではないと思っている。

日本は遅れており、世界では焼却ではなく

色々なリサイクルを進めている。なので、

将来的には焼却しない流れができてくると

思っており、大栄さんは建替えを計画して

いるが、焼却しないで何とか処理できない

かと思っている。 

するための施設を整えていきたいと考え

ています。貴重なご意見ありがとうござ

います。 

27 

今回の説明会に参加させてもらい、非常に

有意義であった。わからないことばかりで

したが、説明を頂き、人間が生きていく上

でごみは必ず発生するので、将来的にどう

していくのかは国民全体で考える必要があ

ると思いました。ありがとうございまし

た。 

ありがとうございました。 

 

 

 

以上 


